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承認第１号

承認第２号

承認第３号

承認第４号

承認第５号

議案第１号

議案第２号

専決処分の承認を求めることについて

専決処分の承認を求めることについて

専決処分の承認を求めることについて

専決処分の承認を求めることについて

専決処分の承認を求めることについて

指定管理者の指定について

平成２８年度士幌町一般会計補正予算

上記の議案を別紙のとおり提出する。

平成 28 年５月 19 日

士幌町議会議長 加納 三司 様

士幌町長 小林 康雄
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承認第４号

専決処分の承認を求めることについて

士幌町町税条例等の一部を改正する条例を地方自治法第179条第１項の規定により

専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。

説 明

地方税法等の改正に伴い、士幌町町税条例の一部改正について専決処分したので、

地方自治法第179条第３項の規定により、これを報告し承認を求めようとするものであ

る。
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専 決 処 分 書

士幌町町税条例等の一部を改正する条例を地方自治法第179条第１項の規定により、

次のとおり専決処分する。

平成28年３月31日

士幌町長 小林 康雄

士幌町町税条例等の一部を改正する条例

（士幌町町税条例の一部改正）

第１条 士幌町町税条例（昭和43年条例第15号）の一部を次のように改正する。

第56条中「又は第12号の固定資産」を「若しくは第12号の固定資産又は同項第16

号の固定資産（独立行政法人労働者健康安全機構が設置する医療関係者の養成所に

おいて直接教育の用に供するものに限る。）」に、「、独立行政法人労働者健康福祉

機構」を「、独立行政法人労働者健康安全機構」に改める。

第59条中「又は第12号」を「、第12号又は第16号」に改める。

附則第10条の２第４項中「附則第15条第２項第６号」を「附則第15条第２項第７

号」に改め、同条中第６項を第11項とし、第５項を第10項とし、第４項の次に次の

５項を加える。

５ 法附則第15条第33項第１号イに規定する設備について同号に規定する町の条

例で定める割合は３分の２とする。

６ 法附則第15条第33項第１号ロに規定する設備について同号に規定する町の条

例で定める割合は３分の２とする。

７ 法附則第15条第33項第２号イに規定する設備について同号に規定する町の条

例で定める割合は２分の１とする。

８ 法附則第15条第33項第２号ロに規定する設備について同号に規定する町の条

例で定める割合は２分の１とする。

９ 法附則第15条第33項第２号ハに規定する設備について同号に規定する町の条

例で定める割合は２分の１とする。

附則第10条の３第７項第５号中「費用」の次に「及び令附則第12条第36項に規定
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する補助金等」を加える。

（士幌町町税条例の一部を改正する条例の一部改正）

第２条 士幌町町税条例の一部を改正する条例（平成27年条例第47号）の一部を次の

ように改正する。

附則第６条第３項の表第98条第１項の項中「第34号の２様式」を「施行規則第34

号の２様式」に改め、「第１条の規定」を削り、同表第98条第２項の項中「第34号

の２の２様式」を「施行規則第34号の２の２様式」に改め、同表第98条第３項の項

中「第34号の２の６様式」を「施行規則第34号の２の６様式」に改め、同表第98条

第４項の項中「第34号の２様式」を「施行規則第34号の２様式」に改め、同条第７

項の表第100条の２の項中「第100条の２」を「第100条の２第１項」に改め、同条

第10項の表第７項の表以外の部分の項中「第４項」を「第４項の」に、「第９項」

を「第９項の」に、「から」を「同項から前項まで」に、「、第５項及び」を「同項、

第５項及び前項」に改め、同表第７項の表第100条の２の項の項中「第100条の２」

を「第100条の２第１項」に改め、同条第12項の表第７項の表以外の部分の項中「第

４項」を「第４項の」に、「第11項」を「第11項の」に、「から」を「同項から前項

まで」に、「、第５項及び」を「同項、第５項及び前項」に改め、同表第７項の表

第100条の２の項の項中「第100条の２」を「第100条の２第１項」に改め、同条第

14項の表第７項の表以外の部分の項中「第４項」を「第４項の」に、「第13項」を

「第13項の」に、「から」を「同項から前項まで」に、「、第５項及び」を「同項、

第５項及び前項」に改め、同表第７項の表第100条の２の項の項中「第100条の２」

を「第100条の２第１項」に改める。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、平成28年４月１日から施行する。

（固定資産税に関する経過措置）

第２条 別段の定めがあるものを除き、第１条の規定による改正後の士幌町町税条例

（以下「新条例」という。）の規定中固定資産税に関する部分は、平成28年度以後

の年度分の固定資産税について適用し、平成27年度分までの固定資産税ついては、

なお従前の例による。

２ 新条例附則第10条の２第５項の規定は、平成28年４月１日以後に新たに取得され

る地方税法等の一部を改正する等の法律（平成28年法律第13号）第１条の規定によ

る改正後の地方税法（昭和25年法律第226号。以下「新法」という。）附則第15条第
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33項第１号イに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産

税について適用する。

３ 新条例附則第10条の２第６項の規定は、平成28年４月１日以後に新たに取得され

る新法附則第15条第33項第１号ロに規定する設備に対して課する平成29年度以後

の年度分の固定資産税について適用する。

４ 新条例附則第10条の２第７項の規定は、平成28年４月１日以後に新たに取得され

る新法附則第15条第33項第２号イに規定する設備に対して課する平成29年度以後

の年度分の固定資産税について適用する。

５ 新条例附則第10条の２第８項の規定は、平成28年４月１日以後に新たに取得され

る新法附則第15条第33項第２号ロに規定する設備に対して課する平成29年度以後

の年度分の固定資産税について適用する。

６ 新条例附則第10条の２第９項の規定は、平成28年４月１日以後に新たに取得され

る新法附則第15条第33項第２号ハに規定する設備に対して課する平成29年度以後

の年度分の固定資産税について適用する。

７ 新条例附則第10条の３第７項第５号の規定は、平成28年４月１日以後に改修され

る新法附則第15条の９第９項に規定する熱損失防止改修住宅又は同条第10項に規

定する区分所有に係る家屋に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税

について適用する。
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承認第５号

専決処分の承認を求めることについて

職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例等の一部を改正する条例を地方自治法

第 179 条第１項の規定により専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承

認を求める。

説 明

「学校教育法等の一部を改正する法律（平成27年法律第46号）」及び「地方公務員

法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律（平成26年法律第34号）」の施行に

伴い、職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例等の一部改正について専決処分し

たので、地方自治法第179条第３項の規定により、これを報告し、承認を求めようとす

るものである。
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専 決 処 分 書

職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例等の一部を改正する条例を地方自治法

第 179 条第１項の規定により専決処分する。

平成 28 年３月 31 日

士幌町長 小林 康雄

職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例等の一部を改正する条例

（職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例の一部改正）

第１条 職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例（昭和40年条例第７号）の一部

を次のように改正する。

第１条中「第24条第６項」を「第24条第５項」に改める。

第４条の３第１項第２号中「小学校」の次に「、義務教育学校の前期課程又は特

別支援学校の小学部」を加える。

（士幌町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

改正）

第２条 士幌町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成26年条例第13号）の一部を次のように改正する。

第10条第３項第４号中「中学校」の次に「、義務教育学校」を加える。

（職員の給与に関する条例の一部改正）

第３条 職員の給与に関する条例（昭和 31 年条例第 20 号）の一部を次のように改正

する。

第１条中「第24条第６項」を「第24条第５項」に改める。

（士幌高等学校教育職員の給与等の特例に関する条例の一部改正）

第４条 士幌高等学校教育職員の給与等の特例に関する条例（昭和 57 年条例第７号）

の一部を次のように改正する。

第１条中「第24条第６項」を「第24条第５項」に、「及び教諭」を「、教諭及び養

護教諭」に改める。
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（一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正）

第５条 一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成 15 年条例第 22 号）の一部

を次のように改正する。

第１条中「第24条第６項」を「第24条第５項」に改める。

附 則

この条例は、平成 28 年４月１日から施行する。
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議案第１号

指定管理者の指定について

次のとおり指定管理者を指定する。

１ 施設の名称 士幌町地域創造発信拠点施設

２ 指定管理者 河東郡士幌町字士幌西２線162番地

士幌町商工会

会長 中 村 貢

３ 指定の期間 議会議決後、町が指定した日から平成33年３月31日まで

説 明

士幌町地域創造発信拠点施設に係る指定管理者の指定について、地方自治法第244

条の２第６項の規定により、議会の議決を経ようとするものである。
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